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令和７年６月１７日

第１５２回船橋市都市計画審議会

報告２
船橋都市計画
都市再開発の方針の変更について（報告）

船橋市 建設局
都市整備部 都市整備課



１ 都市再開発の方針とは

1

・都市再開発の方針は、市街地再開発の長期的かつ
総合的なマスタープラン。

・都市計画区域については、都市再開発の方針を定め
ることができる。（都市計画法第７条の２）

・人口の集中の特に著しい政令で定める大都市（千葉
市、船橋市）を含む都市計画区域内の市街化区域にお
いては、都市再開発の方針を定めるよう努める。
（都市再開発法第２条の３）

・決定権者は千葉県（都市計画法第１５条）



千葉県総合計画

都市づくりビジョン

都市計画見直しの基本方針

船橋市都市計画マスタープラン等

具体の都市計画
（区域区分、地域地区、都市施設、市街地開発事業、地区計画等）

船
橋
市

総
合
計
画

都市再開発の方針
都市計画区域マスタープラン

（広域都市計画マスタープラン）

2

２ 都市再開発の方針の位置付け



３ 都市再開発の方針に定める事項

3

・１号市街地

概ね２０年の間に計画的な再開発
が必要な市街地

１号市街地の中から、特に一体
的かつ総合的に再開発を促進す
べき地区

１号市街地の中から、再開発の
促進の必要性が高いものの、再
開発促進地区に係る整備又は開
発の計画の概要を定めるほどの
熟度に至ってない地区

・２号再開発促進地区
２号再開発促進地区

・誘導地区



４ 都市再開発の方針の経過

4

・S63.10.18 「整備・開発又は保全の方針」において、
「市街地の開発及び再開発の方針」として
位置付け

・H13.3.30 第１回変更

・H19.2.23 第２回変更

「都市再開発の方針」として位置付け

・H28.3.4 第３回変更



５ 都市再開発の方針の変更の考え方

5

・上位計画（都市計画区域マスタープラン、船橋
市総合計画、船橋市都市計画マスタープラン）
との整合

・１号市街地、２号再開発促進地区の再評価

・都市施設の整備状況による見直し



６ 本市における地区指定状況図

6

２号再開発促進地区

誘導地区

１号市街地



７ 今後のスケジュール

7
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船橋都市計画都市再開発の方針を次のとおり変更する 
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新 旧 

1  都市再開発の目標 

(1) 千葉県の再開発の基本目標 

人口減少・少子高齢化社会の進展、防災性の向上、低炭素社会の構築、良好な景観の保全・形成等の都市を取

り巻く社会経済情勢の変化やそれに伴う課題に対応した広域的な都市計画の取り組みが求められている。 

そのため、人口減少・少子高齢化に対応したコンパクトで持続可能な都市づくり、災害に強い安全な都市づく

り、空き家や空き施設を再生し賑わいのある都市づくりに向け、計画的な再開発が必要な市街地における都市機

能の更新が急務となっている。 

このことから、既成市街地のうち、土地の高度利用を図るべき地区、市街地の環境改善を図るべき地区などに

おいて、市街地再開発事業や土地区画整理事業などの市街地開発事業による都市の再構築、地区計画などの規制

誘導手法による修復型のまちづくりなどの再開発を進め、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を

積極的に推進する。 

 (2) 船橋都市計画区域における都市再開発の目標 

本区域は千葉県の北西部に位置し､市川市､鎌ヶ谷市､白井市､八千代市､習志野市に隣接する市域の85.62km2を 

有する都市であるとともに､首都圏整備法の近郊整備地帯として､京葉都市圏の中核的な都市として発展した都市

であり､平成15年に中核市に指定がなされた｡ 

本市域は昭和30年代以降､首都東京の近郊都市として急速に都市化が進展し､県都千葉市に続く県下第2の人口

を擁する都市である。現在は人口の急激な増加は収まっているものの、引き続き増加傾向にあり都市基盤の整備

等が追いつかず､特に既成市街地において多くの都市問題を抱えている｡ 

こうした課題に対処するため､人口集中地区を基本に都市機能の更新､再編､整備を図る必要がある既成市街地

において､計画的再開発を行うこととし､市の将来都市像として定める「人もまちも輝く笑顔あふれる船橋」を踏

まえ､かつ都市計画マスタープランにおけるまちづくりの目標である「交流により発展し便利で住みよいまちづく

り」「誰もが安全・安心・快適に暮らせるまちづくり」「自然と人と産業が調和したまちづくり」に即しつつ､市

民と協働による再開発を目指し､船橋都市計画都市再開発の方針を定める｡ 

 
2 計画的な再開発が必要な市街地 

(1) 計画的な再開発が必要な市街地 

都市再開発の目標を実現するため、整備課題のある既成市街地を、課題や整備目標を同じくする一団のまとま

りのある地区ごとに、計画的な再開発が必要な市街地（以下「１号市街地」という。）として次のとおり定め、

併せてその位置を都市再開発の方針図のとおり定める。 

また、１号市街地におけるそれぞれの地域特性に応じた整備を進めるため、再開発の目標並びに土地の合理的か

つ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針を表1のとおり定める｡ 

 

ア 土地の合理的な高度利用を図るべき地区 

(ｱ)都市機能の強化･充実を図るべき地区 

船橋駅周辺地区は､広域的な商業・業務機能などの集積を高め、中心市街地にふさわしい土地の高度利用

を図る。 

 

(ｲ)拠点機能の強化･充実を図るべき地区 

北習志野駅周辺地区は､地域の商業拠点として充実を図り､都市環境の整備に努める｡ 

津田沼駅北側地区は､東部地域の拠点商業地区としての充実を図り､都市機能の強化に努める｡ 

西船橋駅周辺地区は､鉄道5路線が集中する非常に良好な交通条件のもと業務施設､文化施設等の集積とと

もに基盤施設の整備を進め､西部地域の拠点にふさわしい高度利用を図る｡ 

1  都市再開発の目標 

(1) 千葉県の再開発の基本目標 

人口減少や高齢化の進展、防災性の向上、環境負荷の低減、良好な景観の保全・形成等の都市が抱える各種課題

に対応しながら、これからの社会情勢の変化に対応した都市計画の取り組みが必要となっている。 

そのため、人口減少に対応した集約型都市づくり、既成市街地における低未利用地や既存ストックの有効活用、

災害に強いまちづくりなどについて、計画的な再開発が必要な市街地における都市機能の更新が急務となってい

る。 

このことから、既成市街地のうち、土地の高度利用を図るべき地区、市街地の環境改善を図るべき地区などにお

いて、市街地再開発事業や土地区画整理事業などの市街地開発事業による都市の再構築、地区計画などの規制誘導

手法による修復型のまちづくりなどの再開発を進め、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を積極的

に推進する。 

(2) 船橋都市計画区域における都市再開発の目標 

本区域は千葉県の北西部に位置し､市川市､鎌ヶ谷市､白井市､八千代市､習志野市に隣接する市域の85.62km2を 

有する都市であるとともに､首都圏整備法の近郊整備地帯として､京葉都市圏の中核的な都市として発展した都市

であり､平成15年に中核市に指定がなされた｡ 

本市域は昭和30年代以降､首都東京の近郊都市として急速に都市化が進展し､県都千葉市に続く県下第2の人口を

擁する都市である。現在は人口の急激な増加は収まっているものの、引き続き増加傾向にあり都市基盤の整備等が

追いつかず､特に既成市街地において多くの都市問題を抱えている｡ 

こうした課題に対処するため､人口集中地区を基本に都市機能の更新､再編､整備を図る必要がある既成市街地に

おいて､計画的再開発を行うこととし､市のまちづくりの基本理念である｢生き生きとしたふれあいの都市･ふなば

し｣を踏まえ､かつ都市計画マスタープランにおける都市づくりの目標である｢住みやすく､安全､安心な暮らしがで

きる都市｣｢循環性と持続性をもつ､人と環境にやさしい都市｣｢にぎわいと魅力ある交流が生まれる都市｣に即しつ

つ､市民と協働による再開発を目指し､船橋都市計画都市再開発の方針を定める｡ 

 
2 計画的な再開発が必要な市街地 

(1) 計画的な再開発が必要な市街地 

都市再開発の目標を実現するため、整備課題のある既成市街地を、課題や整備目標を同じくする一団のまとま

りのある地区ごとに、計画的な再開発が必要な市街地（以下「１号市街地」という。）として次のとおり定め、併

せてその位置を都市再開発の方針図のとおり定める。 

また、１号市街地におけるそれぞれの地域特性に応じた整備を進めるため、再開発の目標並びに土地の合理的か

つ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針を表1のとおり定める｡ 

 

ア 土地の合理的な高度利用を図るべき地区 

(ｱ)都心機能の強化･充実を図るべき地区 

船橋駅周辺地区は､中核市として本区域の都心にふさわしい広域的な都心性商業機能､業務機能､文化機能

の誘導を図る｡ 

津田沼駅北側地区は､東部地域の拠点商業地区としての充実を図り､都市機能の強化に努める｡ 

西船橋駅周辺地区については､鉄道5路線が集中する非常に良好な交通条件のもと業務施設､文化施設等の

集積とともに基盤施設の整備を進め､西部地域の拠点にふさわしい高度利用を図る｡ 

 

(ｲ)拠点機能の強化･充実を図るべき地区 

北習志野駅周辺地区は､地域の商業拠点として充実を図り､都市環境の整備に努める｡ 
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下総中山駅周辺地区は､地区の拠点商業機能の充実に努め､生活の利便性の向上を図る｡ 

 

イ 市街地の環境改善を図るべき地区 

(ｱ)用途転換及び用途純化を図るべき地区 

船橋駅周辺地区の工場等の撤退による跡地等において､大規模な土地利用転換が行われる場合は､土地利

用の動向を踏まえ､周辺と調和した市街地環境が形成されるよう適切な誘導に努める｡ 

 

(ｲ)居住環境の改善を図るべき地区 

北習志野駅周辺地区､津田沼駅北側地区､宮本地区､船橋駅周辺地区､西船橋駅周辺地区及び下総中山駅周

辺地区は､住区画の整備により、区画道路などの公共施設整備と併せて､老朽･狭小な木造建物の密集する地

域の居住環境の改善を進め良好な市街地の形成を図る｡ 

 

ウ 根幹的都市施設対応のための整備の必要な地区 

船橋駅周辺地区は､都市計画道路の整備を推進し､中心商業地にふさわしい商業､業務機能の集積を図る｡ 

津田沼駅北側地区は､都市計画道路の整備とともに沿道市街地の改善を図る｡ 

 

エ 都市の防災性の向上を図るべき地区  

北習志野駅周辺地区､津田沼駅北側地区､宮本地区､船橋駅周辺地区､西船橋駅周辺地区及び下総中山駅周

辺地区は､老朽･狭小な木造建物の密集する地域があり､住区画の整備により､区画道路などの公共施設整備

と併せて、避難地､避難路の確保､防災性向上のため建物の共同化､不燃化の促進を図る｡ 

 

オ 個性的、魅力的な都市空間の保全、修復、形成を図るべき地区 

宮本地区は､海老川プロムナード､大神宮の緑の保全､港の再生など､水と緑を活用した魅力ある市街地の

形成を図る｡ 

下総中山駅周辺地区は､都市計画道路の整備と併せて､近接する法華経寺の参道にふさわしい歴史的景観

の創出を図る｡ 

また､西船橋駅周辺地区は､住区画の整備により、区画道路などの整備と併せて､特徴ある松林の緑豊かな

居住環境の保全を図る｡ 

 

(2)再開発を誘導すべき地区 

1号市街地のうち､都市再開発の目標を実現する上で、再開発を推進する必要性が高いが事業熟度の低い大神宮

下駅周辺地区などの５地区について、今後、再開発の気運の醸成を図り、事業を誘導するため、再開発を誘導す

べき地区(以下｢誘導地区｣という｡)として､表１並びに都市再開発の方針図及び方針附図のとおり位置付ける｡ 

 

(3)特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区 

1号市街地のうち､再開発の必要性やその効果が大きく事業熟度が高い船橋駅周辺南口地区などの４地区を、特

に一体的かつ総合的に市街地の再開発をすべき地区(以下｢2号再開発促進地区｣という｡)として次のとおり定め､

併せてその位置を都市再開発の方針附図のとおり位置付ける。 

 また、その整備又は開発の計画概要を表2のとおり定める｡ 

 船橋駅周辺南口地区及び船橋駅周辺北口地区は､中核市としての中心商業地にふさわしい､広域的な商業･業務･

文化・住機能の集積を図り､土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進する｡ 

 

 

 

下総中山駅周辺地区は､地区の拠点商業機能の充実に努め､生活の利便性の向上を図る｡ 

 

イ 市街地の環境改善を図るべき地区   

(ｱ)用途転換及び用途純化を図るべき地区 

船橋駅周辺地区の工場等の撤退による跡地等においては､土地利用転換が想定されることから､土地利用の

動向を踏まえ､周辺と調和した市街地環境が形成されるよう適切な誘導に努める｡ 

 

(ｲ)居住環境の改善を図るべき地区 

北習志野駅周辺地区､津田沼駅北側地区､宮本地区､船橋駅周辺地区､西船橋駅周辺地区及び下総中山駅周辺

地区は､区画道路など公共施設の整備とともに､老朽･狭小な木造建物の密集する地域の居住環境の改善を進

め良好な市街地の形成を図る｡ 

 

ウ 根幹的都市施設対応のための整備の必要な地区 

船橋駅周辺地区では､中心市街地循環道路としての都市計画道路の整備を推進し､本区域の都心部にふさわ

しい都心性商業､業務機能の集積を図る｡ 

津田沼駅北側地区は､都市計画道路の整備とともに沿道市街地の改善を図る｡ 

 

エ 都市の防災性の向上を図るべき地区 

北習志野駅周辺地区､津田沼駅北側地区､宮本地区､船橋駅周辺地区､西船橋駅周辺地区及び下総中山駅周辺

地区には､老朽･狭小な木造建物の密集する地域があり､区画道路などの整備により､避難地､避難路の確保を

図り､防災性向上のため建物の共同化､不燃化の促進を図る｡ 

 

オ 個性的、魅力的な都市空間の保全、修復、形成を図るべき地区 

宮本地区については､海老川プロムナ-ド､大神宮の緑の保全､港の再生など､水と緑を活用した魅力ある市

街地の形成を図る｡ 

下総中山駅周辺地区については､都市計画道路の整備と併せて､近接する法華経寺の参道にふさわしい歴史

的景観の創出を図る｡ 

また､西船橋駅周辺地区については､生活に必要な道路網の計画的な整備と併せて､特徴ある松林の緑豊か

な居住環境の保全を図る｡ 

 

(2)再開発を誘導すべき地区 

1号市街地のうち､都市再開発の目標を実現する上で、再開発を推進する必要性が高いが事業熟度の低い大神宮下

駅周辺地区などの５地区について、今後、再開発の気運の醸成を図り、事業を誘導するため、再開発を誘導すべき

地区(以下｢誘導地区｣という｡)として､表１並びに都市再開発の方針図及び方針附図のとおり位置付ける｡ 

 

(3)特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区 

1号市街地のうち､再開発の必要性やその効果が大きく事業熟度が高い船橋駅周辺南口地区などの４地区を、特に

一体的かつ総合的に市街地の再開発をすべき地区(以下｢2号再開発促進地区｣という｡)として次のとおり定め､併せ

てその位置を都市再開発の方針附図のとおり位置付ける。 

また、その整備又は開発の計画概要を表2のとおり定める｡ 

船橋駅周辺南口地区及び船橋駅周辺北口地区は､中核市としての都心部にふさわしい､広域的な都心性商業･業

務･文化・住機能の集積を図り､土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を促進する｡ 
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新 旧 

さらに、船橋駅周辺南口地区については、船橋駅南口全体構想に基づき､中心商業地にふさわしい地区として再

生を図ることとする。 

東海神駅周辺地区は､隣接する船橋駅周辺北口地区との一体性に留意しながら、防災性に配慮した秩序ある良好

な居住環境の創出を図る｡ 

西船橋駅周辺南口地区は､地域の拠点として商業､業務機能の集積､文化活動の拠点を形成するために土地の高

度利用と､民間活力の導入による､建築物の更新及び公共施設などの整備を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、船橋駅周辺南口地区については、船橋駅南口全体構想に基づき､都心部にふさわしい地区として再生を

図ることとする。 

東海神駅周辺地区は､隣接する船橋駅周辺北口地区との一体性に留意しながら、防災性に配慮した秩序ある良好

な居住環境の創出を図る｡ 

西船橋駅周辺南口地区は､地域の拠点として商業､業務機能の集積､文化活動の拠点を形成するために土地の高度

利用と､民間活力の導入による､建築物の更新及び公共施設などの整備を図る。 
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表１ 1 号市街地の整備方針 

番
号 

地区名称 再開発の目標 

土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針 
再開発を誘導すべき地区 

（誘導地区） 

特に一体的かつ総合的に

再開発を促進すべき地区 

（再開発促進地区） 

適切な用途及び密度の確保その他の 

適切な土地利用の実現に関する事項 

主要な都市施設の整備に 

関する事項 

都市の環境、景観等の維持及び 

改善に関する事項 

1 

 
北習志野駅周辺地区 
      約127ha 

 
・地域の商業拠点としての充実 
と都市環境の整備 

 
・交通拠点性の強化と北習志野駅周辺 

の地域拠点商業地としての整備を図
る。 

・良好な居住環境の形成を図る。 
・防災性向上のための建物の共同化、   

不燃化の促進などを適正に誘導す                   
る。 

 
・都市計画道路の整備 
3・4・25 号 宮本古和釜町線 
3・4・20 号 印内習志野台線 

 
・駅周辺、市道第 00-067 号線及び

第 00-017 号線沿道における快
適な歩行者空間の創出を図る。     

2 

 
津田沼駅北側地区 
      約123ha 

 
・東部地域の拠点としての商業 
機能の充実と都市機能の強化 

 
・地域拠点商業地としての機能の強 
 化を図る。 
・良好な市街地環境の形成を図る。 
・防災性向上のための建物の共同化、 
 不燃化の促進などを適正に誘導す   

る。 

 
・都市計画道路の整備 
3・3・8 号 古作町前原東 2 丁目
線 
3・4・18 号 海神町前原東 2 丁目
線 
3・4・26 号 津田沼駅前原線 
3・4・27 号 前原東飯山満町線 
3・5・35 号 前原東習志野台線 

 
・東部地域の拠点としてふさわし 
 い魅力ある景観形成を図る。 

    

3 

 
宮本地区 
      約102ha 

 
・防災性の高い良好な居住環境 
の形成 

 
・良好な居住環境の形成を図る。 
・防災性向上のための建物の共同化、 
 不燃化の促進などを適正に誘導す  

る。 

 
・都市計画道路の整備 
3・4・14 号 本町東線 
3・4・17 号 船橋国道 14 号線 
3・4・18 号 海神町前原東 2 丁目
線 
 

 
・海老川プロムナード、大神宮 
 の緑の保全、港の再生等、水 
 と緑を活用した魅力ある市街 

地の形成を図る。 

 
大神宮下駅周辺地区 

  

4 

 
船橋駅周辺地区 
      約255ha 

 
・中心市街地にふさわしい広域
的な商業機能、業務機能の誘
導 

 
・高度利用を促進し、商業及び業務地

区としての整備を図る。 
・中心地区循環道路のネットワーク化 

を図るとともに、沿道の高度利用と 
不燃化を図る。 

・工場跡地の土地利用の動向を踏まえ
利用転換を適正に誘導する。 

 
・南口駅前広場の整備 
・都市計画道路の整備 
3・3・7 号  南本町馬込町線 
3・4・14 号 本町東線 
3・4・17 号 船橋国道 14 号線 
3・4・18 号 海神町前原東 2 丁目
線 

 
・中心市街地にふさわしい、秩序

ある都市景観の整備を図る。 
・安全で快適な歩行者空間の創出 

を図る。 
・中心地区の循環道路の整備に伴

う、道路景観、沿道環境の整備 
を図る。 

 
船橋駅周辺南口地区 
 
船橋駅周辺北口地区 

 
船橋駅周辺南口地区 
 
船橋駅周辺北口地区 
 
東海神駅周辺地区 
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表１ 1 号市街地の整備方針 

番
号 

地区名称 再開発の目標 

土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針 
再開発を誘導すべき地区 

（誘導地区） 

特に一体的かつ総合的に

再開発を促進すべき地区 

（再開発促進地区） 

適切な用途及び密度の確保その他の 

適切な土地利用の実現に関する事項 

主要な都市施設の整備に 

関する事項 

都市の環境、景観等の維持及び 

改善に関する事項 

1 

 
北習志野駅周辺地区 
      約127ha 

 
・地域の商業拠点としての充実 
と都市環境の整備 

 
・交通拠点性の強化と北習志野駅周辺 

の地域性商業地区としての整備を図 
る。 

・良好な居住環境の形成を図る。 
・防災性向上のための建物の共同化、   

不燃化の促進などを適正に誘導す                   
る。 

 
・都市計画道路の整備 
3・4・25 号 宮本古和釜町線 
3・4・20 号 印内習志野台線 

 
・駅周辺、薬円台・北習志野線及

び高根台・北習志野線沿道にお 
ける快適な歩行者空間の創出を  
図る。 

    

2 

 
津田沼駅北側地区 
      約123ha 

 
・東部地域の拠点としての商業 
地区の充実と都市機能の強化 

 
・地域拠点商業地区としての機能の強 
 化を図る。 
・良好な市街地環境の形成を図る。 
・防災性向上のための建物の共同化、 
 不燃化の促進などを適正に誘導す   

る。 

 
・都市計画道路の整備 
3・3・8 号 古作町前原東 2 丁目
線 
3・4・18 号 海神町前原東 2 丁目
線 
3・4・26 号 津田沼駅前原線 
3・4・27 号 前原東飯山満町線 
3・5・35 号 前原東習志野台線 

 
・東部地域の拠点としてふさわし 
 い魅力ある景観形成を図る。 

    

3 

 
宮本地区 
      約102ha 

 
・防災性の高い良好な居住環境 
の形成 

 
・良好な居住環境の形成を図る。 
・防災性向上のための建物の共同化、 
 不燃化の促進などを適正に誘導す  

る。 

 
・都市計画道路の整備 
3・4・14 号 本町東線 
3・4・17 号 船橋国道 14 号線 
3・4・18 号 海神町前原東 2 丁目
線 
 

 
・海老川プロムナード、大神宮 
 の緑の保全、港の再生等、水 
 と緑を活用した魅力ある市街 

地の形成を図る。 

 
大神宮下駅周辺地区 

  

4 

 
船橋駅周辺地区 
      約255ha 

 
・都心にふさわしい広域な都心 
性商業機能、業務機能、文化 
機能の誘導 

 
・高度利用を促進し、都心性商業、業 
 務としての整備を図る。 
・中心地区循環道路のネットワーク化 
 を図るとともに、沿道の高度利用と 
 不燃化を図る。 
・工場跡地の土地利用の動向を踏まえ 
 利用転換を適正に誘導する。 

 
・北口・南口駅前広場の整備 
・都市計画道路の整備 
3・3・7 号  南本町馬込町線 
3・4・13 号 天沼本町 6丁目線 
3・4・14 号 本町東線 
3・4・17 号 船橋国道 14 号線 
3・4・18 号 海神町前原東 2 丁目
線 
3・4・11 号 本町本海川線 

 
・都心部にふさわしい、秩序ある 
 都市景観の整備を図る。 
・安全で快適な歩行者空間の創出 
 を図る。 
・中心地区の循環道路の整備に伴 
 う、道路景観、沿道環境の整備 
 を図る。 

 
船橋駅周辺南口地区 
 
船橋駅周辺北口地区 

 
船橋駅周辺南口地区 
 
船橋駅周辺北口地区 
 
東海神駅周辺地区 
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表１ 1 号市街地の整備方針 

番
号 

 

地区名称 

 

再開発の目標 

土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針 
再開発を誘導すべき地区 

（誘導地区） 

特に一体的かつ総合的に

再開発を促進すべき地区 

（再開発促進地区） 

適切な用途及び密度の確保その他の

適切な土地利用の実現に関する事項 

主要な都市施設の整備に 

関する事項 

都市の環境、景観等の維持及び 

改善に関する事項 

5 

 
西船橋駅周辺地区 
     約 146ha 

 
・西部地域の拠点にふさわしい 
高度利用と商業、業務及び文
化施設等の集積 

 
・地域拠点商業地としての機能の強化

を図る。 
・良好な市街地環境の形成を図る。 
・防災性向上のための建物の共同化、 

不燃化の促進などを適正に誘導す
る。 

 
・南口駅前広場の整備 
・都市計画道路の整備 
3・3・6 号 西船橋駅南線 
3・4・15 号 本郷町古作町線 
3・4・17 号 船橋国道 14 号線 
3・5・31 号 西船橋駅印内線 

 
・特徴ある松林の緑豊かな居住環 
 境の保全を図る。 

 
西船橋駅周辺南口地区 

 
西船橋駅周辺南口地区 

6 

 
下総中山駅周辺地区 
      約 60ha 

 
・地区の商業拠点としての充実
と生活利便性の向上 

 
・良好な居住環境の形成を図る。 
・防災性向上のための建物の共同化、 
 不燃化の促進などを適正に誘導す 
 る。 
・地区拠点商業地としての機能の 
 充実を図る。 

 
・都市計画道路の整備 
3・4・17 号 船橋国道 14 号線 
3・4・19 号 下総中山駅前線 
3・5・32 号 中山東線 

 
・法華経寺の参道にふさわしい歴 
 史的景観の創出を図る。 

 
下総中山駅周辺地区 
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表１ 1 号市街地の整備方針 

番
号 

 

地区名称 

 

再開発の目標 

土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針 
再開発を誘導すべき地区 

（誘導地区） 

特に一体的かつ総合的に

再開発を促進すべき地区 

（再開発促進地区） 

適切な用途及び密度の確保その他の

適切な土地利用の実現に関する事項 

主要な都市施設の整備に 

関する事項 

都市の環境、景観等の維持及び 

改善に関する事項 

5 

 
西船橋駅周辺地区 
     約 146ha 

 
・西部地域の拠点にふさわしい 
高度利用と業務施設、文化施 
設等の集積 

 
・地域の商業地域としての機能の強化 
 を図る。 
・良好な市街地環境の形成を図る。 
・防災性向上のための建物の共同化、 
 不燃化の促進などを適正に誘導す 
 る。 

 
・南口駅前広場の整備 
・都市計画道路の整備 
3・3・6 号 西船橋駅南線 
3・4・15 号 本郷町古作町線 
3・4・17 号 船橋国道 14 号線 
3・5・31 号 西船橋駅印内線 

 
・特徴ある松林の緑豊かな居住環 
 境の保全を図る。 

 
西船橋駅周辺南口地区 

 
西船橋駅周辺南口地区 

6 

 
下総中山駅周辺地区 
      約 60ha 

 
・地区の拠点商業機能の充実 
 と生活利便性の向上 

 
・良好な居住環境の形成を図る。 
・防災性向上のための建物の共同化、 
 不燃化の促進などを適正に誘導す 
 る。 
・拠点商業地域としての充実を図る。 

 
・都市計画道路の整備 
3・4・17 号 船橋国道 14 号線 
3・4・19 号 下総中山駅前線 
3・5・32 号 中山東線 

 
・法華経寺の参道にふさわしい歴 
 史的景観の創出を図る。 

 
下総中山駅周辺地区 
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表 2 2 号再開発促進地区の整備又は開発の計画概要 

番
号 

地区名称 地区整備の主たる目標 

整備又は開発の計画の概要 

土地利用計画 建築物の更新の方針 施設整備の方針 
再開発推進のための 

条件の整備の措置等 

概ね５年以内に 

実施予定の事業 

概ね５年以内に決定 

変更予定の事項 

1 

 
船橋駅周辺南口地区 
     約 22.8ha 

 
・中心市街地にふさわしい

魅力ある都市景観をも
った、広域的な商業、業
務、文化機能の充実 

 
・駅前広場周辺の区域につ 

いて商業、業務、文化機
能等の集積を図り、秩序
ある土地の高度利用を促
進する。 

・その他の区域については、
商業、業務、住機能によ
る高度利用を図る。 

 
・都市機能の整備と併せた、中心

市街地にふさわしい中高層商
業・業務ビルへの更新を図り、
沿道においては商業施設を備
えた、中高層オフィスビル、中
高層住宅への更新 

 
・駅前広場の整備 
 

 
・公共の計画的誘導によ 

る民間活力の活用 

  
 

2 

 
船橋駅周辺北口地区 
     約 19.8ha 

 
・広域的な都市機能の誘導

と高度利用の促進によ
り、商業、業務及び文化
施設の集積を図り、中心
市街地にふさわしい拠
点性の充実 

 
・駅前広場周辺の区域につ

いて、中心市街地にふさ
わしい商業、業務、文化
機能の集積と高度利用を
図る。 

・その他の区域については、
商業、業務、住機能によ
る高度利用を図る。 

 
・民間活力の導入により建築物の 
共同化、高度利用を図り、豊か 
な空間形成を推進 

 
・都市計画道路 3・3・7号南 

本町馬込町線等の整備 

  
・民間活力による整備 

  
・都市計画道路事業 
（事業中） 

  

3 

 
東海神駅周辺地区 
      約 8ha 

 
・中心市街地の一翼をに 

なう地区として、防災 
性に配慮した秩序ある
良好な住宅市街地の創
出 

 
・良好な居住環境を有する 
 住宅市街地としての整備 
 を図る。 
 

 
・基盤整備に併せた住宅の更新 

 
・都市計画道路 3・3・7号南 
 本町馬込町線の整備 
 

 
・民間活力による整備  

 
・都市計画道路事業 
（事業中）  

  

4 

 
西船橋駅周辺南口地
区 
     約 1.8ha 

 
・西部地域の拠点として 
 商業、業務機能の集積、 
 文化活動の拠点形成 

 
・西部地域の拠点にふさわ 
 しい商業、業務、文化機 
 能の集積と高度利用を図 
 る。 
 

 
・民間活力を導入し、都市施設の 
 整備、併せて中高層業務、商業 
 施設への更新 

 
・都市計画道路 3・3・6 号西

船橋駅南線及び駅前広場の
整備 

  
・民間活力による整備 
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表 2 2 号再開発促進地区の整備又は開発の計画概要 

番
号 

地区名称 地区整備の主たる目標 

整備又は開発の計画の概要 

土地利用計画 建築物の更新の方針 施設整備の方針 
再開発推進のための 

条件の整備の措置等 

概ね５年以内に 

実施予定の事業 

概ね５年以内に決定 

変更予定の事項 

1 

 
船橋駅周辺南口地区 
     約 22.8ha 

 
・都心部にふさわしい魅 
 力ある都市景観をもっ 
 た、広域的な都心性商 
 業、業務、文化機能の 
 充実 

 
・駅前広場周辺の区域につ 
 いて都心性商業、業務、 
 文化機能の集積を図り、 
 秩序ある土地の高度利用 
 を促進する。 
・その他の区域については、 
 商業、業務、住機能によ 
 る高度利用を図る。 

 
・都市機能の整備と併せた、都心 
 部にふさわしい中高層商業・業 
 務ビルへの更新を図り、沿道に 
 おいては商業施設を備えた、 
 中高層オフィスビル、中高層住 
 宅への更新 

 
・駅前広場の整備 
・都市計画道路 3・4・11 号本
町本海川線の整備 

 
・公共の計画的誘導によ 

る民間活力の活用 

 
・船橋駅南口Ａ1 街 

区市街地再開発事 
業 

・都市計画道路事業 
（事業中） 

 
・市街地開発事業 
（市街地再開発事業） 
・地域地区 
（高度利用地区） 

2 

 
船橋駅周辺北口地区 
     約 19.8ha 

 
・広域的都心機能の誘導 
 と高度利用の促進によ 
 り、商業、業務及び文 
 化施設の集積を図り、 
 都心部にふさわしい拠 
 点性の充実 

 
・駅前広場周辺の区域につ 
 いて、都心部にふさわし 
 い商業、業務、文化機能 
 の集積と高度利用を図 

る。 
・その他の区域については、 
 商業、業務、住機能によ 
 る高度利用を図る。 

 
・民間活力の導入により建築物の 
共同化、高度利用を図り、豊か 
な空間形成を推進 

 
・駅前広場の整備 
・都市計画道路 3・3・7号南 

本町馬込町線等の整備 

  
・民間活力による整備 

  
・都市計画道路事業 
（事業中） 

  

3 

 
東海神駅周辺地区 
      約 8ha 

 
・都心部の一翼をになう 
地区として、防災性に配
慮した秩序ある良好な住
宅市街地の創出 

 
・良好な居住環境を有する 
 住宅市街地としての整備 
 を図る。 
 

 
・基盤整備に併せた住宅の更新 

 
・都市計画道路 3・3・7号南 
 本町馬込町線の整備 
 

 
・民間活力による整備  

 
・都市計画道路事業 
（事業中）  

  

4 

 
西船橋駅周辺南口地
区 
     約 1.8ha 

 
・西部地域の拠点として 
 商業、業務機能の集積、 
 文化活動の拠点形成 

 
・西部地域の拠点にふさわ 
 しい商業、業務、文化機 
 能の集積と高度利用を図 
 る。 
 

 
・民間活力を導入し、都市施設の 
 整備、併せて中高層業務、商業 
 施設への更新 

 
・都市計画道路 3・3・6 号西

船橋駅南線及び駅前広場の
整備 

  
・民間活力による整備 
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